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温泉法に係る要望
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要 望 現状・問題点

温泉部会への地熱
専門家の参加

➢ 温泉部会（審議会等）への地熱専門家の

参加を義務化願いたい。

地熱開発について非合理な内規等が都道

府県レベルで定められている。

離隔距離規制 ➢ 大深度掘削における地熱開発の場合、坑井

間の離隔距離規制については、坑口や坑跡

全区間ではなく、地熱貯留層を管理できる熱

水採取区間同士での距離に統一願いたい。

➢ また、同一事業者内では、地熱貯留層を一

律で管理できることから、離隔距離規制を撤

廃願いたい。

➢ なお、温泉保護のため、温泉事業者と地熱

事業者は十分な距離を確保することが前提。

地域によっては、坑口や坑跡全区間で離

隔距離を求められるケースがあり、その場合、

各々に掘削基地が必要になり、コスト増や

改変面積増加による環境への影響に繋が

るとともに、有望なターゲットへの掘削がで

きず、開発への影響が懸念される。

地権者同意取得 ➢ 坑跡上の全地権者同意取得について、一定

深度以下の地権者同意取得を不要とするな

ど、手続きを簡素化願いたい。

地域によっては、坑跡上の全ての土地所有

者同意取得を求められており、共有地や土

地所有者が死亡している（法定相続人の

同意が必要）場合、同意取得に時間とコ

ストを要し、地熱開発の大きな障害（開

発の長期化及び開発断念）となっている。

掘削本数制限 ➢ 大深度掘削における地熱開発に係る掘削本

数制限については撤廃願いたい。

地域によっては、掘削本数に制限がかけら

れており（１施設２坑井など）、資源量に

見合った適正かつ効果的な開発ができな

い（２本の場合は地熱開発ができない）。
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規制改革要望の骨子

⚫ 上記要望については、環境省が定める「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）」
に反映するとともに、各自治体へ周知・徹底願いたい。



傾斜掘削基地（例）

【傾斜掘削の必要性と意義】

温泉法に係る要望

◆現状

✓ 本来、地熱井掘削は、コスト削減の観点から、有望地点（断層構造）の直上に基地
を設け、 小口径で垂直に掘削（最短距離で構造を確認）

✓ 一方、地熱開発における有望地点は、国立公園内や保安林内等に位置する場合が
多く、風致景観や自然環境への影響低減が必要

✓ このような状況を踏まえ、掘削長が長くなることによる費用増やターゲットまで届かない
などのリスクが発生するものの、環境への配慮を最優先に考えて掘削基地を集約
（敷地及びアクセス道路等の改変面積を低減）、1つの基地から複数の地熱有望
地点（断層構造）をターゲットとする「傾斜掘削」を採用
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断層構造

地熱貯留層

傾斜掘削

断層構造

地熱貯留層

既存坑井

離隔距離

離隔距離

【既存坑井との関係】

【温泉法（内規等）による規制】

✓ 坑口を集約するため、坑口間では一定の離隔距離を確保できないものの、傾斜掘削を
行うことにより、実際に熱水を採取する坑底間にて一定距離以上を確保することは可能

✓ また、他の既存坑井との離隔距離においても、実際に熱水を採取する坑底間にて一定
距離以上を確保することは可能

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県

離隔距離

300m 435m 150m

• 坑口間・坑跡全区間で確保
• 同一地熱事業者の坑井は除

外

• 熱水採取間で確保
• 同一地熱事業者の坑井も離

隔距離を確保

• 坑口間又は熱水採取間で確
保

地権者
同意

全ての地権者の同意 全ての地権者の同意 土地使用者の同意

掘削本数 1施設2坑井 ― ―

坑口

坑底（熱水採取箇所）
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◆問題点

✓ 温泉部会に地熱専門家が不在。結果、地熱開発において、前頁（離隔距離・地権者同
意・掘削本数の規制）のように非合理的な内規が都道府県レベルで定められている

（内容も地域によって異なる）

✓ 地熱開発において、熱水採取区間ではなく、坑口や坑跡全区間で離隔距離を求められた
場合、各々に掘削基地が必要になるなど、改変面積増加による環境への影響やコスト増
加に繋がり開発への影響が懸念される

✓ 全ての土地所有者の同意取得については、共有地の場合や土地所有者が死亡している
（相続人の同意取得が必要）場合、同意取得に手間を要し、調査工程が長期化する。
また、相続人の調査（相続されていない場合もある）など時間とコストを要するため、開
発断念への影響が懸念される

※全深度について温泉法で議論するのは困難ではないか（地熱資源(貯留層)を探した
事業者等の権利が確立していない）

(参考）
• 国有林野の管理経営に関する法律：25m以深は国有林野の貸付申請対象外
• 鉱業法：鉱業権は50m以深に対して設定可能（地権者の権利が及ばない）
• 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法：40ｍ以深は地下利用可能

✓ 掘削本数に制限があると、資源量に見合った適正かつ効果的な開発ができない（２本
の場合は地熱開発ができない）

6



十分な離隔距離 十分な離隔距離

温泉事業者他の地熱事業者

地熱貯留層

温泉帯水層

地熱貯留層

同一地熱事業者
十分な離隔距離

温泉法に係る要望
◆要望

✓ 温泉部会（審議）への地熱専門家の参加を義務化（JOGMECｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ委員の活
用･派遣も一案）

✓ 地熱開発の場合、傾斜掘削採用により、浅い深度(坑口間を含む）で必要な離隔距離
が確保できなくても、熱水採取区間において十分な離隔距離を保ち適切な貯留層管理
を実施可能であることを踏まえ、以下の規制を緩和

• 同一地熱事業者内では、地熱貯留層を一律で管理することが可能なため（取り過ぎ
れば事業が継続できない）、離隔距離規制を撤廃

• 他の地熱事業者とは、地熱貯留層を管理できる熱水採取区間にて離隔距離を確保
• なお、温泉保護のため温泉事業者と地熱事業者とは、十分な距離を確保

✓ 坑跡上の全地権者同意取得の簡素化（一定深度以下の地権者同意取得の不要化）
✓ 地熱開発に係る本数制限の撤廃（地熱貯留層の規模に応じた本数の認可）

坑口

坑底（熱水採取箇所）
＋影響がないことをモニタリングで確認
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※以下要望事項は、環境省が定める「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱
発電関係）」に反映するとともに、各自治体への周知・徹底を図ること



某調査地点 実例
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１号調査井（実績）

２号調査井（計画）
※計画見直し

掘削基地

県規制の離隔距離
（熱水採取区間からの距離）

500m

推定断層

県規制の
離隔距離

熱水採取区間

地熱貯留層（想定）

坑口

坑底

離隔距離規制のため掘削
できない（計画見直し）



自然公園法に係る要望
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要 望 現状・問題点

審査の寛容化

（基本的な考え方

の見直し）

➢ 風致景観へ配慮した設計や敷地造成を行うケース

については容認願いたい。

※ 「地熱開発は、特別地域等の国立・国定公

園 の自然環境保全上重要な地域及び公園

利用者への影響が大きな地域では原則として

認めない（国立・国定公園内における地熱

開発の取扱い、環境省）」の記載について「環

境配慮対策を講じる場合は容認する」など、

前向きな記載に見直し願いたい。

➢ また、上記考え方を踏まえた上で、ガイドラインの内

容を見直し（容認する考え方や工夫の明示、事例

の充実などを含む）願いたい。

環境配慮対策を計画するものの、

主要な視点場（登山道や山頂な

ど）から視認されることで掘削基地

の造成や発電所設置が容認されな

いケースが散見され、調査断念や計

画の大幅見直しなど、開発への影

響が生じたり、対応に苦慮している

状況がある。

発電所詳細計画

提出のタイミング

➢ 調査初期段階（地表調査や調査井掘削時点）で

の発電所詳細計画（設計を伴うような具体的なレ

イアウトなど）の提出を不要化願いたい。（調査段

階に応じた内容の提示として頂きたい）

地域によっては、調査初期段階

（地表調査や調査井掘削時点）

において、発電所の詳細レイアウトの

提出を求められケースがあるが、調

査初期段階では発電規模も決まっ

ておらず、情報が不足しており、提

出が困難である。 10

規制改革要望の骨子

⚫ 国内の地熱資源は、その約80％が国立公園などの自然公園内に賦存。自然公園内で
の開発が、地熱発電の導入促進に大きく影響する。



【具体的事例】

①第2種特別地域での調査井掘削

・掘削基地造成にあたり視点場（山頂）から造成後の地肌が見えないこと

・掘削基地へ続く林道が登山道と近く、林道を利用する登山客もいることから、基地造成が「利用者へ
の影響なし」「風致景観に影響なし」と判断できない（景観影響が大きすぎる）

上記条件を満足できずに調査を断念

②普通地域での調査井掘削・発電所設置

・普通地域であっても、登山道に隣接する掘削基地は、風致景観に影響なしと判断できない（第２種
及び第３種に準じた対応を行うこと）

・登山道周辺での発電所建設計画では、調査段階であっても申請を認められない

・普通地域内の別の場所での発電所設置に対し、調査前から出力規模や発電所
位置に加え、詳細レイアウトの提示を要望

掘削基地設置場所を大きく変更（調査範囲の縮小）

発電所位置を公園外にすることで計画を見直し

自然公園法に係る要望
◆現状と問題点

✓ 地熱有望地の多くは公園内に存在。掘削基地や発電所設置場所は、資機材の搬入
や進入道路が必要なことなどから、登山道などの近傍に位置する場合が多く、風致景
観や自然環境への影響低減が必要

✓ 環境への影響低減として植樹や配色などの工夫を計画するも、主要な視点場から見
えることで掘削基地の造成や発電所設置が容認されないケースも散見

地熱開発に係る
予見可能性がない
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自然公園法に係る要望
◆要望

✓ 審査の寛容化（環境配慮対策を講じる場合は容認することの明記）
• 風致景観へ配慮した設計や敷地造成を行うケースを容認（容認する考え方や工

夫の明確化）
• 例えば、ログハウス風の建屋とするなど景観対策を行うことで、公園内の一つの

シンボル・ランドマーク：「公園と自然エネルギーの調和」として扱う
※「地熱開発は、特別地域等の国立・国定公園の自然環境保全上重要な地域及び公園利用

者への影響が大きな地域では原則認めない」の見直し（環境配慮の対策を講じる場合は
容認するなど、前向きな記載に見直し）

（「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」より）

✓ 調査初期段階（地表調査や調査井掘削時点）における発電所の詳細計画（設計
を伴うような具体的ﾚｲｱｳﾄなど）の提出を不要（調査段階に応じた内容の提示）

調査段階 出力規模 発電所位置 詳細ﾚｲｱｳﾄ

地表調査 － － －

調査井掘削 ○
※想定

○
※想定

－

噴出試験後
(蒸気条件等確認後)

○ ○ ○

※ 調査段階に応じた内容（例）

提示を求められると困難
（提出は不要）
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参考：自然公園法に係る要望

◆国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて
平成27 年10 月2 日 環自国発第1510021 号

各地方環境事務所長、各都道府県知事宛 環境省自然環境局長通知

１．自然環境保全等のための基本的な考え方

（１）地熱開発は、特別地域等の国立・国定公園の自然環境保全上重要な地域及
び公園利用者への影響が大きな地域では原則として認めない。特に当該公園の景観を
維持するために特に必要があるときに指定される自然公園の核心部ともいうべき特別保
護地区、及び特別保護地区に準ずる自然景観を有し特別地域のうちでは風致を維持す
る必要性が最も高い地域である第１種特別地域においては、その指定の趣旨を踏まえ
て厳に認めないこととする。

２．国立・国定公園内の各地権区分における地熱啓発の段階ごとの取扱いについて

（２）第２種特別地域及び第３種特別地域

ウ（前略）以下に掲げるような特段の取組が行われる事例を選択した上で、その取組の
実施状況等についての継続的な確認を行い、真に優良事例としてふさわしいものであると
判断される場合は、掘削や工作物の設置の可能性についても個別に検討した上で、その
実施について認めることができるものとする。

・（中略）
・発電所の高さの低減、蒸気生産基地の集約化、配管の適切な取り回しなど、当該地
域における自然環境、風致景観及び公園利用への影響を最小限にとどめるための技術
や手法の投入、そのための造園や植生等の専門家の活用 13


